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大
分
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
八
号

　
　
　
大
分
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
大
分
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
規
定
に
よ
る
」
及
び
「
の
各
号
」
を
削
る
。

　

第
三
条
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
る
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
の
各
号
」
を
削

る
。

　

第
十
二
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
、
「
第
八
号
様
式
」
を
「
第
十
二
号
様
式
」
に
改
め
、
同

条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
第
七
号
様
式
」
を
「
第
十
一
条
様
式
」
に
改

め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
八
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
十
四
条
第
二
項
」
に
、
「
第
五
号
様
式
」
を
「
第
九
号

一
〇

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

九
州
凸
版
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
二
条
第
二
項
で
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
」
に
、
「
第

十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
十
四
条
第
二
項
」
に
、
「
第
六
号
様
式
」
を
「
第
十
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を

第
十
条
と
す
る
。　

　

第
七
条
中
「
関
わ
ら
ず
」
を
「
か
か
わ
ら
ず
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
六
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
二

条
第
一
項
の
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

　

第
五
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
港
施
設
の
使
用
許
可
申
請
）

第 

六
条　

条
例
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
漁
港
施
設
の
使
用
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
係
留

指
定
施
設
使
用
許
可
申
請
書
（
第
五
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
又
は
小
型
船
舶
操
縦
免
許
証
等
の
写
し
）

　

二　

船
舶
検
査
証
書
の
写
し

　

三　

誓
約
書
（
第
六
号
様
式
）　

３ 　

知
事
は
、
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
使
用
許
可
証
（
第
七
号
様
式
）
を
交
付
す

る
も
の
と
す
る
。

４ 　

前
項
の
使
用
許
可
証
は
、
使
用
の
許
可
を
受
け
た
船
舶
の
船
外
か
ら
確
認
で
き
る
位
置
に
貼
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

５ 　

条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
、
係
留
指
定
施
設
許
可
事
項

変
更
届
（
第
八
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
制
限
の
対
象
と
し
な
い
船
舶
）

第
七
条　

条
例
第
十
二
条
の
規
則
で
定
め
る
船
舶
は
、
次
に
掲
げ
る
船
舶
と
す
る
。

　

一　

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
船
舶
そ
の
他
の
公
用
船

　

二　

工
事
に
従
事
す
る
船
舶

　

三 　

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
の
船
舶
運
航
事
業
の
用
に
供

す
る
船
舶

　

第
四
号
様
式
中
「
（男

・女

）
」
を
削
る
。

　

第
八
号
様
式
中
「第

1
0
条
関
係

」
を
「第

1
2
条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
二
号
様
式
と
す
る
。

　

第
七
号
様
式
中
「第

９
条
関
係

」
を
「第

1
1
条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
一
号
様
式
と
す
る
。

　

第
六
号
様
式
中
「第

８
条
関
係

」
を
「第

1
0
条
関
係

」
に
、
「第

1
2
条
第
２
項
で

」
を
「第

1
5
条
第
２
項

に
お
い
て

」
に
、
「第

1
1
条
第
２
項

」
を
「第

1
4
条
第
２
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
号
様
式
と
す
る
。

　

第
五
号
様
式
中
「第

８
条
関
係

」
を
「第

1
0
条
関
係

」
に
、
「第

1
1
条
第
２
項

」
を
「第

1
4
条
第
２
項

」



令
和
二
年
二
月
十
二
日

二

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

に
改
め
、
同
様
式
を
第
九
号
様
式
と
す
る
。

　

第
四
号
様
式
の
次
に
次
の
四
様
式
を
加
え
る
。

　

第
５

号
様

式
（

第
６

条
関

係
）

 

係
留

指
定

施
設

使
用

許
可

申
請

書
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 

日
 

大
分

県
知

事
 

 
 

 
 

 
 

殿
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
申

請
者

 
住

 
所

 

（
ふ

り
が

な
）
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
氏

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
電

話
番

号
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

携
帯

番
号

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

下
記

の
と

お
り

係
留

指
定

施
設

を
使

用
し

た
い

の
で

、
大

分
県

漁
港

管
理

条
例

第
1
1
条

第
１

項
の

規

定
に

よ
り

申
請

し
ま

す
。

 

記
 

 
使

用
漁

港
名

 
 

係
留

指
定

施
設

 
 

使
用

の
期

間
 

年
 

 
月

 
 

日
 

か
ら

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

ま
で

 
 

 

船
 

 
名

 
 

 

船
舶

番
号

 
 

船
舶

の
長

さ
 

ｍ
 

 
 

 
ｃ

ｍ
 

最
大

船
幅

 
 

 
 

 
 

 
 

ｍ
 

 
 

 
ｃ

ｍ
 

総
ト

ン
数

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

船
舶

所
有

者
の

住
所

等
 

 
住

所
（

所
在

地
）

 
 

氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
話

番
号

 

携
帯

番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

※
申

請
者

と
同

一
の

場
合

は
記

入
不

要
 

 
【

添
付

書
類

】
 

 
 

・
本

人
確

認
書

類
（

運
転

免
許

証
又

は
小

型
船

舶
操

縦
免

許
証

等
の

写
し

）
 

 
 

・
船

舶
検

査
証

書
の

写
し

 

 
 

・
誓

約
書

 

 
【

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
つ

い
て

】
 

 
 
 

 
こ

の
申

請
書

の
提

出
に

伴
い

収
集

し
た

個
人

情
報

は
、

係
留

指
定

施
設

の
使

用
許

可
手

続
に

の
み

使
用

し
、

そ
れ

以
外

の
目

的
に

使
用

す
る

こ
と

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
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三

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

第
６

号
様

式
（

第
６

条
関

係
）

 

誓
 

約
 

書
 

第
１

 
暴

力
団

等
で

な
い

旨
の

誓
約

 

 
 

 
私

は
、

こ
の

度
の

申
請

を
行

う
に

当
た

り
、

次
の

事
項

に
つ

い
て

誓
約

し
ま

す
。

 

 
 

 
な

お
、

県
が

必
要

な
場

合
に

は
、

大
分

県
警

察
本

部
に

照
会

す
る

こ
と

に
つ

い
て

承
諾

し
ま

す
。

 

 
 

 
ま

た
、
照

会
で

確
認

さ
れ

た
情

報
は

、
今

後
、
私

が
、
大

分
県

と
行

う
他

の
契

約
に

お
け

る
確

認
 

に
利

用
す

る
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。

 

１
 

自
己

又
は

自
社

の
役

員
等

は
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
ま

せ
ん

。
 

⑴
 

暴
力

団
(
暴

力
団

員
に

よ
る

不
当

な
行

為
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
(
平

成
3
年

法
律

第
7
7
号

)

第
2
条

第
2
号

に
規

定
す

る
暴

力
団

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
)
 

⑵
 

暴
力

団
員

(
同

法
第

2
条

第
6
号

に
規

定
す

る
暴

力
団

員
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

)
 

⑶
 

暴
力

団
員

が
役

員
と

な
っ

て
い

る
事

業
者

 

⑷
 

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
を

雇
用

・
使

用
し

て
い

る
者

 

⑸
 

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、
そ

の
者

と
下

請
契

約
又

は
資

材
、
原

材
料

の
購

入
契

約
等

を
締

結
し

て
い

る
者

 

⑹
 

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
に

経
済

上
の

利
益

又
は

便
宜

を
供

与
し

て
い

る
者

 

⑺
 

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
と

社
会

通
念

上
ふ

さ
わ

し
く

な
い

交
際

を
有

す
る

な
ど

社
会

的
に

非

難
さ

れ
る

関
係

を
有

し
て

い
る

者
 

⑻
 

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
で

あ
る

こ
と

を
知

り
な

が
ら

こ
れ

ら
を

利
用

し
て

い
る

者
 

２
 

１
の

⑴
か

ら
⑻

ま
で

に
掲

げ
る

者
が

、
そ

の
経

営
に

実
質

的
に

関
与

し
て

い
る

法
人

そ
の

他
の

団

体
又

は
個

人
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

※
 

県
で

は
、

大
分

県
暴

力
団

排
除

条
例

に
基

づ
き

、
行

政
事

務
全

般
か

ら
暴

力
団

を
排

除
す

る
た

め
、

申
請

者
に

暴
力

団
等

で
な

い
旨

の
誓

約
を

お
願

い
し

て
い

ま
す

。
 

 

【
裏

面
】

 

第
２

 
係

留
指

定
施

設
使

用
に

関
す

る
誓

約
 

 
私

は
、

 
 

 
漁

港
の

係
留

指
定

施
設

の
使

用
許

可
申

請
に

当
た

り
、

次
の

と
お

り
誓

約
し

ま
す

。
 

 1
 

係
留

指
定

施
設

の
利

用
に

当
た

っ
て

は
、
漁

港
漁

場
整

備
法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
1
3
7
号

）
及

び
 

大
分

県
漁

港
管

理
条

例
（

昭
和

3
3
年

大
分

県
条

例
第

4
2
号

）
の

規
定

及
び

係
留

指
定

施
設

の
使

用
 

許
可

に
際

し
て

付
さ

れ
た

条
件

を
遵

守
し

、
漁

業
活

動
及

び
他

の
使

用
者

の
使

用
に

支
障

を
及

ぼ
す

 

行
為

は
行

い
ま

せ
ん

。
 

 

２
 

漁
港

区
域

内
に

お
け

る
係

留
に

つ
い

て
は

、
漁

港
管

理
者

（
県

知
事

）
の

指
示

に
従

い
ま

す
。

 

 ３
 
 
漁

港
区

域
内

に
お

け
る

事
故

の
防

止
に

努
め

、
第

三
者

に
損

害
を

与
え

た
場

合
は

、
私

の
責

任
 

に
お

い
て

処
理

し
ま

す
。

 

 

４
 
 
係

留
中

の
船

舶
に

つ
い

て
は

、
自

己
の

責
任

に
お

い
て

安
全

か
つ

適
正

に
管

理
し

ま
す

。
 

 

５
 

許
可

期
間

満
了

に
よ

り
、

引
き

続
き

使
用

し
な

い
場

合
又

は
許

可
期

間
中

に
使

用
を

廃
止

し
た

 

場
合

は
、
船

舶
、
係

留
ロ

ー
プ

そ
の

他
私

が
設

置
し

た
物

件
に

つ
い

て
、
自

己
の

責
任

に
お

い
て

原
 

状
回

復
し

ま
す

。
 

 

６
 

上
記

項
目

の
違

反
に

よ
り

漁
港

管
理

者
か

ら
本

申
請

に
係

る
船

舶
の

移
動

又
は

撤
去

を
命

ぜ
ら

 
 

れ
た

と
き

は
、

直
ち

に
そ

の
命

令
に

従
い

ま
す

。
 

 大
分

県
知

事
 

 
 

 
 

 
殿

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

 
 

 
 

 
 

申
請

者
 

 
 
住

所
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
印

 
 

 

法
人

に
あ

つ
て

は
、

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
 

 

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）



令
和
二
年
二
月
十
二
日

四

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

第
７
号
様
式
（
第
６
条
関
係
）�備

考
�
文
字
は
白
抜
き
と
し
、
地
色
は
交
付
年
度
ご
と
に
定
め
る
色
と
す
る
。
�

様
式
は
、
縦
�
�
��
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
�
�
��
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
四
角
形
と
す
る
。
�

使
用
許
可
証�大

分
県��漁

港�
第����

号�年���
月���

日
か
ら�年���

月���
日
ま
で�

第
８

号
様

式
（

第
６

条
関

係
）

 

係
留

指
定

施
設

許
可

事
項

変
更

届
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 

日
 

大
分

県
知

事
 

 
 

 
 

 
 

殿
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
届

出
者

 
住

 
所

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
氏

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
電

話
番

号
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

携
帯

番
号

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

 

下
記

の
と

お
り

許
可

に
係

る
事

項
に

変
更

が
生

じ
た

の
で

、
大

分
県

漁
港

管
理

条
例

施
行

規
則

第
６

条
第

５
項

の
規

定
に

よ
り

届
け

出
ま

す
。

 

記
 

許
可

年
月

日
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
年

 
 

 
 

月
 

 
 

 
日

 
 

許
可

番
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 

 
 

 
 

 
号

 

許
可

の
期

間
 

 
 

 
 

 
 

 
 
年

 
 
 
 
 
 
 
 
月

 
 

 
 

日
か

ら
 

 
 

 
 

 
 

 
 
年

 
 
 
 
 
 
 
 
月

 
 

 
 

日
ま

で
 

 

変
更

事
項
 

１
 
住

所
 
・

２
 
氏

名
 
・

３
 
電

話
(
携

帯
)
番

号
 
・

４
 
船

舶
に

関
す

る
事

項
 

 変
 
更

 
前
 

   

 変
 
更

 
後
 

   

 備
 

考
 

  

注
 

変
更

事
項

欄
は

該
当

す
る

番
号

を
○

で
囲

む
こ

と
。

 

 
 

 
特

記
事

項
が

あ
る

場
合

は
、

備
考

欄
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）



令
和
二
年
二
月
十
二
日

五

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

船
専
用
浮
桟
橋
又
は
ボ
ー
ト
ヤ
ー
ド
の
使
用
の
許
可
に
係
る
事
項
の
変
更
の
許
可
）　

小
型
船
舶
係
留

・
保
管
施
設
使
用
変
更
許
可
申
請
書
（
第
五
号
様
式
の
二
）

　

第
一
号
様
式
の
九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
九
号

　
　
　
大
分
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
分
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
中
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
同
項
第
九

号
中
「
小
型
船
舶
物
揚
場
」
を
「
小
型
船
舶
用
泊
地
、
小
型
船
舶
用
物
揚
場
」
に
、
「
及
び
」
を
「
又
は
」

に
改
め
る
。

　

第
二
条
の
二
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　

 　

た
だ
し
、
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
は
、
二
、
〇
〇
〇
ト
ン
を
超
え
る
ば
ら
積
み
の
油
の
輸
送

の
用
に
供
す
る
タ
ン
カ
ー
又
は
総
ト
ン
数
一
〇
〇
ト
ン
以
上
の
国
際
航
海
に
従
事
す
る
一
般
船
舶
に
係
る

船
舶
の
所
有
者
等
（
船
舶
の
所
有
者
等
の
責
任
の
制
限
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
九
十
四

号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
船
舶
所
有
者
等
を
い
う
。
）
に
限
る
。

　

第
二
条
の
二
第
一
号
中
「
て
ん
補
す
る
」
を
「
塡
補
す
る
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
三
項
中
「
物
揚
場
」
の
下
に
「
、
小
型
船
舶
用
泊
地
」
を
加
え
、
「
港
湾
施
設
使
用
許
可
申
請

書
又
は
」
を
「
港
湾
施
設
使
用
許
可
申
請
書
若
し
く
は
」
に
、
「
押
印
し
て
」
を
「
押
印
し
、
又
は
許
可
済

証
を
交
付
し
て
」
に
改
め
、
同
条
中
第
八
項
を
第
九
項
と
し
、
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４ 　

前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
済
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
使
用
の
許
可
を
受
け
た
船
舶
の
船
外
か
ら
確

認
で
き
る
位
置
に
許
可
済
証
を
貼
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

使
用

　

第
四
条
第
一
項
中
「
港
湾
施
設　
　

変
更
許
可
申
請
書
（
第
五
号
様
式
）
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

占
用

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
申
請
書
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

　

一　

条
例
第
五
条
第
一
項
（
次
号
に
掲
げ
る
変
更
の
許
可
を
除
く
。
）
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
二
条

　
　

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可　

港
湾
施
設
使
用
変
更
許
可
申
請
書
（
第
五
号
様
式
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

占
用

　

二 　

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
（
小
型
船
舶
用
泊
地
、
小
型
船
舶
用
物
揚
場
、
係



令
和
二
年
二
月
十
二
日

六

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

　

第
五
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第
１
号
様
式
の
９
(
第
２
条
関
係
)
 

小
型
船
舶
係
留
・
保
管
施
設
使
用
許
可
申
請
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 

大
分
県
知
事
 
 
 
 
 
 
 
殿
 

 

申
請
者
 
住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 
 

電
話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(
法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及

び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
)
 

  
小
型
船
舶
係
留
・
保
管
施
設
を
使
用
し
た
い
の
で
、
大
分
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
（
昭
和
5
1
年
大
分
県
条
例

第
1
9
号
）
第
３
条
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。
 

 

記
 

 

港
湾
名
、
場
所
 

 
 
 
 
港
 
 
 
 
地
区 港

湾
施
設
名
 

施
設
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
係
留
施
設
の
使
用
許
可
を
更
新
す
る
申
請
の
場
合
は
係
船
番
号
 
 
 
 
 
 
）
 

船
種
及
び
船
名
 

 

船
舶

の
登
録
番
号
 

小
型
船
舶
登
録
番
号
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

漁
船
登
録
番
号
 
 
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

そ
の
他
の
番
号
 
 
（
登
録
内
容
 
 
 
 
 
 
 
 
番
号
 
 
 
 
 
 
 
）
 

船
舶
の
長
さ
、
幅
、
深

さ
及
び
総
ト
ン
数
 

 
 
長
さ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
メ
ー
ト
ル
、
幅
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
メ
ー
ト
ル
 

 
 
深
さ
 
 
 
 
 
 
 
 
メ
ー
ト
ル
、
総
ト
ン
数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ト
ン
 

船
舶
の
所
有
者
 

氏
名
 
 
 

住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
話
 

使
用
期
間
 

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
時
か
ら
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
時
ま
で
 

備
考
 

※
別
府
港
北
浜
ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
の
駐
車
場
を
使
用
す
る
者
は
、
そ
の
所
有
す
る
車

の
車
両
番
号
 
…
(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)
 

※
小
型
船
舶
用
泊
地
に
附
帯
施
設
を
設
置
す
る
者
は
、
そ
の
理
由
と
施
設
の
概
要

（
別
に
写
真
等
施
設
の
形
状
が
分
か
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
。
）
 

 
設
置
理
由
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

設
置
施
設
：
は
し
ご
・
桟
橋
・
浮
桟
橋
・
荷
物
船
・
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
）
 

長
さ
：
 
 
 
 
 
 
 
 
メ
ー
ト
ル
、
幅
：
 
 
 
 
 
 
 
メ
ー
ト
ル
 

共
同
利
用
者
：
 
 
 
 
 
 
 
 
（
船
舶
番
号
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

注
1  

こ
の
様
式
は
、
小
型
船
舶
用
泊
地
、
小
型
船
舶
用
物
揚
場
、
係
船
専
用
浮
桟
橋
又
は
別
府
港
北
浜
ヨ
ッ
ト

ハ
ー
バ
ー
の
浮
桟
橋
若
し
く
は
ボ
ー
ト
ヤ
ー
ド
の
使
用
許
可
を
申
請
す
る
場
合
に
用
い
る
こ
と
。
 

な
お
、
小
型
船
舶
用
泊
地
の
使
用
許
可
を
更
新
す
る
申
請
の
場
合
は
、
係
船
番
号
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
2
 
船
舶
検
査
証
書
の
写
し
(
有
効
期
間
内
の
も
の
)
及
び
船
舶
検
査
手
帳
の
写
し
又
は
漁
船
登
録
票
の
写
し

そ
の
他
の
登
録
が
確
認
で
き
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

 
3
 
所
有
者
と
申
請
者
が
異
な
る
場
合
は
、
所
有
者
全
員
の
使
用
許
可
申
請
に
係
る
同
意
書
を
提
出
す
る
こ

と
。
 

 
4
 
船
舶
の
所
有
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の

氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

  
5
 
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。
 



令
和
二
年
二
月
十
二
日

七

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
５
号
様
式
の
２
(
第
４
条
関
係
)
 

 

小
型
船
舶
係
留
・
保
管
施
設
使
用
変
更
許
可
申
請
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 

大
分
県
知
事
 
 
 
 
 
 
 
殿
 

 

 
申
請
者
 
住
 
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
 
話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(
法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及

び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
)
 

  
小
型
船
舶
係
留
・
保
管
施
設
の
使
用
の
許
可
を
受
け
た
事
項
を
変
更
し
た
い
の
で
、
大
分
県
港
湾
施
設
管
理

条
例
（
昭
和
5
1
年
大
分
県
条
例
第
1
9
号
）
第
５
条
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。
 

 

記
 

 

許
可

年
月

日
 

及
び

許
可

番
号 

 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

指
令
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 
 
 
 
号
 

港
湾

名
、

場
所

 
 
 
 
 
 
 
港
 
 
 
 
 
地
区
 

変
更

の
 

内
容
 

変
 
更
 
前
 

 

変
 
更
 
後
 

 

変
更

の
 

理
由
 

 

注
1 

こ
の
様
式
は
、
小
型
船
舶
用
泊
地
、
小
型
船
舶
用
物
揚
場
、
係
船
専
用
浮
桟
橋
又
は
別
府
港
北
浜
ヨ
ッ
ト

ハ
ー
バ
ー
の
浮
桟
橋
若
し
く
は
ボ
ー
ト
ヤ
ー
ド
の
使
用
の
許
可
に
係
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
用
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
船
舶
の
変
更
は
許
可
事
項
の
変
更
と
し
て
認
め
な
い
た
め
、
第
７
号
様
式
に

よ
る
港
湾
施
設
使
用
廃
止
届
及
び
第
１
号
様
式
の
９
に
よ
る
小
型
船
舶
係
留
・
保
管
施
設
使
用
許
可
申
請

書
を
提
出
す
る
こ
と
。
 

2
 
所
有
者
と
申
請
者
が
異
な
る
場
合
は
、
所
有
者
全
員
の
使
用
許
可
申
請
に
係
る
同
意
書
を
提
出
す
る
こ

と
。
 

3 
船
舶
の
所
有
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏

名
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

4
 
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。
 


